
【具体的取り組み事項評価シート】　第四次南風原町行政改革大綱実施計画

１．行政改革を推進するための基本方針毎の評価結果

２．基本方針実現に向けての方策の取組状況及び個別評価
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２．基本方針実現に向けての方策の取組状況及び個別評価

① ①

② ①

③ ①

④ ②

⑤ ①

　町ホームページ及び広報誌の
充実を図り、町民が知りたい情
報、町民に知って欲しい情報を分
かりやすく効果的に発信する。
　また、パソコン、携帯電話、ス
マートフォンなど新たな情報提供
メディアの急速な普及に伴い、そ
れらの利点を活かした情報共有
を行う。

　各種媒体を通じ、積極的に情報公開
を行う事による情報の共有化を図る。

　各種事業・イベントに関する告知や手続き・制
度・サービスに関するお知らせ等公表できる町政
情報を各種媒体を活用して積極的に情報を公開
を行った。（全課）

　産業や観光振興に関して積極的な情報発信をおこ
なうことで、事業内容や観光情報の町民理解に繋
がった。（産業振興課）
　水道接続を増するための補助事業を導入しＨＰで紹
介し毎年更新している。その結果、平成30年度の下
水道事業の接続補助による浄化槽設置件数が13件
の接続があった。（区画下水道課）

　各種媒体を通じ、積極的に情報を公開することによ
り、町民との情報の共有化を図る。

様々な媒体を活用して町民へ情報の周知を行っ
ている。また、町民がわかりやすい表現で情報の
提供に取り組んでいる。

（１）　町民との情報共有
町民の理解と協力を得てまちづくりを進めていくには、行政運営の透明性を確保し、信頼を得ていくことが不可欠です。そのため、継続的に広報誌や町ホームページ等を活用した情報の共有化を推進します。さらに、必要な情報を
より容易に取得できるように随時改善を図り、分かりやすい形で公開することに努めます。

（２）　町民参画と協働の推進
福祉・教育・文化・交通など地域においては行政だけでは対応できない様々な問題があります。町民の意見をまちづくりに反映し、これらの課題に効果的に対応するためにも、町民の意見が行政に届きやすい仕組みの拡充や見直
しなどを行い、町民が行政をより身近に感じられるように努めます。また、地域社会の連帯意識の希薄化が懸念されるなか、日常における地域社会の果たす役割はますます重要になっています。活力ある地域づくりのため、地域コ
ミュニティの円滑な活動支援に努めます。

効果 今後の取り組み 総合評価取組状況

具体的取り組み事項 実施項目 達成目標 総合評価

町の各種計画や町民に影響を及ぼす条例などを
策定する際に、パブリックコメントを実施し、幅広
く町民の意見を求めるように努力している。

平成30年度は実績がなかったが、各種計画策定
の際などのアンケート調査を実施し、各事業の改
善に活かすように対応する必要がある。

今後も素早く丁寧な対応に努めていく。

まちメールポストの設置及びホームページにて町
政提案箱を整備していることで、紙媒体でもメー
ルでも対応可能となるため、町政への意見・要望
が提案しやすい環境となっている。また、届いた
意見・要望への素早い対応を行っている。
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具体的取り組み事項 実施項目

町民意識調査の実施
　行政サービス全般について、町
民意識調査を実施し、町政運営
に反映させる。

町民が声を発信しや
すい環境整備

　町ホームページや本庁舎、各施
設に町政への意見・要望が提案
できる環境の充実を図り、町民が
声を発信しやすい体制を整える。

審議会等委員会公募
制度の充実

パブリック・コメント制
度の活用

町民活動を支援する
体制の構築・協働の
推進

達成目標

5

1

１　協働によるまちづくりの推進 

（１）　町民との情報共有

（２）　町民参画と協働の推進

（３）　民間活力の導入

1

合計

　総合計画策定、見直しの時期に意識
調査を実施し、改善を図る。

平成30年度は実績なし －

　町政提案箱（ホームページ）や各施
設（町立中央公民館（地域交流セン
ター）、総合保健福祉防災センター（ち
むぐくる館）など出先機関）に設置があ
るまちメールポストに届いた意見・要望
への素早い対応を目指す。

まちメール等で届いた問い合わせに関しては、
「よくある質問とその答えQ&A」に載せるように
し、町民の疑問等を解決できるようにしている。
町政提案箱に届いたメール等はすぐ関係課へ通
知し、対応を行っている。（総務課、保健福祉課、
生涯学習文化課）

　意見・要望の内容により、時間を要する場合もある
が、概ね1週間以内に対応できた。
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町民との双方向によ
る情報の共有
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①目標達成（実施済み） ②ほぼ達成（実施中） ③一部達成（実施中）

実施
項目数
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　各字・自治会を始め、地域のた
めに自発的な活動を行う団体等
の活動が活発に行われるよう、情
報提供・情報交換及び助言・支援
などを行う。

　行政だけでは対処できない地域の
様々な課題を解決していくため、各字・
自治体を中心とした地域コミュニティを
はじめ、町民活動や社会的活動を行う
個人・ＮＰＯ団体等の活動を育成、支
援し、地域力の向上を図る。

地域のミニデイサービスの活動にレク支援員や
看護師を派遣し、地域活動を支援している。地域
の高齢者の集まりに運動指導士を派遣し、地域
の自主活動を支援している。地域の高齢者サロ
ンのボランティア等を対象にリーダー養成講座を
実施した。（保健福祉課）
各種団体が開催するイベントに情報提供・情報
交換及び助言・支援を行った。（全課）

情報の共有により、関係団体と協働で大きなイベント
を開催することができた。

あらゆる機会を通して町民活動を支援する情報の提
供、交換を行い、継続的な支援を実施していく。

南風原町まちづくり基本条例に基づき、様々な場
面で町民との協働により事業を進めることができ
ている。また、各課において、町民へ情報の共有
ができている。

　町の各種計画や町民に影響を
及ぼす条例などを策定する際は,
原則パブリックコメントを実施す
る。
　また、町民から多くの意見が出
されるよう制度の広報や周知に取
り組む。

　政策決定過程における町民意見の
把握と町政への反映、町政への参画
機会の確保を図る。

　町の各種計画を策定するにあたり、町民の
ニーズを把握し、町政に反映させるために、パブ
リックコメントを実施した。
（南風原町一般廃棄物処理基本計画、地域福祉
推進計画、第8次高齢者保健福祉計画、第4次障
がい者計画等、南風原町手話及び障がいの特
性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用
促進に関する条例、南風原町景観計画）

　パブリックコメントを実施するにあたり広報誌、HP、
及び各字の掲示板へ掲示し広く周知、呼びかけが出
来た。（まちづくり振興課）
　意見は寄せられなかったが、他に広く町民の意見を
聴く場が少ないためパブリックコメント等の機会は必
要である。（保健福祉課）

　今後も町の重要な計画策定の過程において、パブ
リックコメントを実施していく。

　第五次総合計画では、まちづくり目標毎に計画の進
捗状況が把握できるよう目標値を数値化しているた
め、調査時期を検討して取り組んでいく。

③未達成（未実施・検討中含む）

0
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0

0

評価結果

　附属機関等の委員公募実施要
領に基づき、公募が可能な委員
等については公募制を導入し、よ
り多くの町民の意見を計画や業
務に反映させるよう取り組む。

　各種施策の調査・審議等などを行う
審議会・委員会等の委員の一部を公
募し、町民の意見を反映させるととも
に、町政への参画機会の確保を図る。
【数値目標】公募委員の割合：２割

　公募可能な審議会等を検討し、実施した。（総
務課、企画財政課、こども課、国保年金課）

　他の委員構成との均衡を考慮しながら公募による委
員の委嘱を行い、公募委員を入れたことにより町民の
意見を施策に反映させることが出来た。（企画財政
課、こども課、国保年金課）

　公募が可能な委員については、公募制を導入し、よ
り多くの町民の意見を町政に反映できるように取り組
む。

　各課において、公募可能な審議会等を検討し、
実施している。
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取組状況 効果 今後の取り組み

①目標達成

（実施済み）
71%

②ほぼ達成

（実施中）
29%

③一部達成

（実施中）
0%

④未達成（未実施・

検討中含む）
0%

評価結果

1



２．基本方針実現に向けての方策の取組状況及び個別評価

① ②

（３）　民間活力の導入

今後の取り組み 総合評価

平成30年10月22日、南城市で開催されたRPA
（職員のPC上の手作業を自動化するシステム）
のデモに税務課職員、企画財政課職員が参加。
各種健診、介護予防事業、高齢者の各種サービ
ス、障がい者事業等社協や民間事業所に委託し
ている。（保健福祉課）

民間委託の可能性については、各課で検討され
ており、委託可能な事務については民間委託が
実施できている。委託の中身や方法について、
今後も調査・研究する必要がある。

　費用対効果等の検証に基づき、
順次実施できる業務から民間委
託（一部委託を含む）や指定管理
者制度の導入、ＮＰＯ団体との協
働に取り組む。

民間委託（一部委託を含む）や指定管
理者制度の導入、ＮＰＯ団体との協働
が可能な業務がないかも含め検証し、
結果によっては実施する。

具体的取り組み事項 実施項目 達成目標 取組状況

多様な町民ニーズや新たな行政課題に対応するため、行政が担うべき役割を明確にし、民間事業者の有する専門性や機動性、ノウハウを活かせる業務については、民間活力の導入を図り、質の高い行政サービスの提供を目指し
ます。

効果

・委託事業については、事業の目的や費用対効果等
を評価し事業遂行する。

民間委託の推進
・事業の目的や費用対効果を検証し、委託事業者の
検討が必要な事業もある。
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効果 今後の取り組み 総合評価

（１）　効率的な行財政運営
限られた財源の中で、社会経済情勢の変化や高度化・多様化する町民ニーズに的確に対応するため、行政の責任分野を明らかにするとともに、各種事業について、目標の達成度合い、類似事業の整理・合理化、時間などの経過により
見直すべきものなど、行政効率や効果の観点からＰＤＣＡサイクルに基づき再点検を行い、スクラップ・アンド・ビルドを進めます。また、中長期的な財政収支を推計しながら持続可能な財政運営をめざします。さらに、他市町村と協働で事
業を実施した方が町民サービス、費用対効果も向上できる事業がないか、検討し可能なものから随時実施します。

（２） 利便性の高い行政システムの構築とサービスの向上
法令を遵守した適正な事務執行を確実に行うとともに、町民にとって身近で便利な行政を実現するために、行政事務の効率化や事務改善に努めます。また、利便性の向上に向けて情報通信技術を積極的に活用し行政サービスの向上を
図ります。

中期的な視点による
財政運営の推進

今後の取り組み 総合評価

他市町村との共同事
業によるサービス向
上

マイナンバーカードを
利用したサービスの
拡充

　マイナンバーカードを利用したサービス導
入を検討し、町民の利便性の向上や事務の
効率化を図る。

　関係課と調整を行い、実施可能
な業務から対応していく。

　マイナンバーカードでも自動交付機及びコンビニ交付が可
能なため、マイナンバーカードの案内や交付時にその利便
性について説明を行っている。転出証明書の代わりにマイ
ナンバーカードへデータを入れる事で利便性及び効率化を
図っている。（住民環境課）

住基カード普及率　17.68％（前年度19.60％）
マイナンバーカード普及率　6.46％（前年度6.35％）と
なっており住基カードの普及率が依然高い状況にあ
る。

今後さらなるマイナンバーカードを利用したサービスの
情報把握に努め、マイナンバーカードの案内や発行時
の説明に加えていく。

マイナンバーカードを利活用した行政サービスを
実施しており、町民の利便性の向上に貢献してい
る。今後もマイナンバーカードの普及促進に努め
るとともに、他の行政サービスとの連携について
検討していく。

今後も調査・研究し事務手続きの合理化を図ることが
できることから取り組んで行く。

行政手続きや申請書等の簡素化・迅速化に向け
た取り組みは、各課において調査・研究を行って
いる。また、関係各課で添付書類、申請手続きの
免除等の事務手続きの合理化が行われている。

電子申請の利用の拡
大

　町への申請、届出や申込等について、イン
ターネットを介した電子申請・届出サービス
の利用を推進するとともに、新たなオンライ
ン化の導入を検討し、町民の利便性の向上
を図る。

　関係課と調整を行い、実施可能
な業務から対応していく。

　以前より、eltaxの電子申告、年金特徴、国税連携のサー
ビスを利用し、事業所からの給与報告等、法人町民税及び
償却資産税申告等を電子で受けることができ、当年度にお
いても利活用した。（税務課）
　町内の体育施設（黄金森公園野球場、学校体育館、運動
場等）について、インターネットによる予約申し込みが実施
できるようになっており利便性の向上が図れた。（教育総務
課）

データとして取り込むことが可能なものも多くあるため
業務の軽減に繋がっている。

セキュリティ対策について、学習し適正かつ安全に利
活用できるよう努める。また、R01.10月から電子申告を
した事業所等は個人町民税特別徴収分や法人町民税
について地方税共通納税システムを通して電子納付
出来ることになっており、円滑に業務遂行できるよう取
り組む。

電子申請の利用について、オンライン化できる行
政サービスにおいては実施している。今後も他の
行政サービスに導入できないか調査・研究する必
要がある。

事務手続きの合理化
　行政手続や申請書等について、関係各課
連携、調整、研究し添付書類の免除など簡
素化・迅速化に向けた取り組みを行う。

　関係課の調整で対応できるもの
は早急に実施する。

　住宅リフォーム支援事業について、関係各課（税務課・国
保年金課・住民環境課・教育委員会）の住民登録及び納税
状況に係る証明を申請者に取得させていたが、H30より関
係各課の協力を得て別途確認書による簡素化を行った。
（まちづくり振興課）
　重度心身障害者医療費助成の年度更新を現況届形式に
見直し窓口での添付書類の簡素化を図った。（保健福祉課）

申請に係る添付書類の削減により事務手続きの効率
化が図られた。

具体的取り組み事項 実施項目 達成目標 取組状況

　近隣市町村や同規模市町村、各種事業等
において同様の目的を持った市町村と、共
同で実施できる事業（イベント、講演会、訓
練、委託業務等）があれば、費用対効果も含
めた検討を行い、実施に向けて取り組む。

　他市町村と共同で事業を実施し
た方が町民サービス、費用対効果
も向上できる事業がないか、各課
で検討し,可能なものから随時実施
する。

　広域化する行政需要や地域共通の課題に対して、県内市
町村及び近隣市町との連携により行政サービスの拡充を目
指し、各広域行政による取り組みを推進しました。（全課）

　学童クラブ支援員研修は、隣町との連携で実施し、
質の確保と経費の節減に繋がっている。（こども課）
　さらなる業務の効率化により、効果の高い取り組みを
検討する。（全課）

　今後も状況に応じて近隣市町村と連携した広域行政
に努めます。

県内の他市町村との連携による行政サービスの
取り組みも様々な分野で実施できている。

　町の財政状況を継続して町民にわかりや
すく公表するとともに、今後の財政の見通し
を立てるため、実施計画及び中期財政計画
を作成する。

　財政健全化を推進することによ
り、健全で安定した財政基盤を確
立する。

　平成30年度を初年度とする中期財政計画に基づき予算編
成を行いました。さらに国保の赤字解消についても、計画通
りに繰出しを行いました。（企画財政課）

　計画通りに国保の累積赤字解消を図ったが、赤字は
増え続けています。また、令和2年度以降の財政負担
の増など状況の変化が生じました。

　令和元年度に行政改革検討委員会において、中期
財政計画の見直しを行い、財政の健全化に取り組みま
す。

毎年度町の予算や事業の内容・成果を分かりや
すく説明した「ハイサイよーさん」等を作成して
ホームページに公開している。また、中期財政計
画に基づき予算編成や国保への赤字解消のため
の繰出しを行っている。

3 3 0 0

各種事業の進捗管理
の徹底

「第5次総合計画」に基づく施設を着実に推
進するため、ＰＤＣＡサイクルに基づく進捗管
理を行い、とくにＡＣＴＩＯＮ（改善案の実行）
に注視し常に事務事業の改善に努める。

重点事業について、進捗状況を測
定するための指標を設定し進捗管
理を実施する。

　各種計画（総合計画、男女共同参画計画、行政改革大綱
実施計画、総合戦略）に対する事務事業の進捗調査を実施
し、沖縄振興特別推進交付金事業では、検証シートを用い
て事業の評価を行いました。（企画財政課）
　各種事務事業ごとの事業進捗管理（全課）

　各種計画の進捗管理について、年度後半までかかる
ケースが多かったことから、年度の早い時期に検証結
果を示せるよう進捗管理の方法など工夫する。

　引き続き業務の進捗状況の把握を行い、計画的な事
務の進行に努めます。

具体的取り組み事項 実施項目 達成目標 取組状況 効果

各種事業において、年度当初に計画をたて、事業
の進捗管理を実施している。

合計 13 13 0

③未達成（未実施・検討中含む）

0

0

0

0

評価結果行
政
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
基
本

方
針

（
柱

）

２　持続可能な行政運営の推進
実施

項目数 ①目標達成（実施済み） ②ほぼ達成（実施中） ③一部達成（実施中）

基
本
方
針
実

現
に
向
け
て

の
方
策

（１）　効率的な行財政運営 3

（３）　歳出削減と自主財源の確保 7 7 0 0

3 0 0

（２）　利便性の高い行政システムの構築とサービスの向上
①目標達成

（実施済み）
100%

②ほぼ達成

（実施中）
0%

③一部達成

（実施中）
0%

④未達成（未実

施・検討中含む）
0%

評価結果
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２．基本方針実現に向けての方策の取組状況及び個別評価

① ①

② ①

③ ①

④ ①

⑤ ①

⑥ ①

⑦ ①

町税、国保税の徴収
率向上に向けた積極
的取り組み

　課税客体の的確な把握や新たな徴収・滞
納整理策を検討する等強化を図る。

　課税客体の的確な把握や徴収
率を維持・向上することで自主財
源の確保とともに負担の公平性の
確保を図る。

　10年ぐらい前までは滞納者宅を臨戸し徴収等を行ってい
たが、近年は滞納者を来庁させる手法をとっており、滞納者
に対し臨戸を実施していなかったが、折衝が全くできていな
い滞納者の自宅、勤務先等を訪問することで、滞納整理が
進んだ実績があり、状況に応じて臨戸（折衝のみ）など新た
なアプローチを調査・研究・実践する。（税務課）
　課税台帳等を基にして未申告者への通知や窓口・電話で
申告を促すなど、適正な課税客体の把握に努めた。また、
転入者へ適正な課税を行うため早期の所得照会を実施し
た。（国保年金課）
　滞納処分については滞納管理システムを活用して円滑に
実施するとともに預金調査を金融機関へ行い差し押さえを
実施した。また、税務課と合同によりタイヤロックを実施し収
納・納税相談等につなげた。（国保年金課）

　滞納整理については、、H25年度は単独で公売の準
備をするも入札参加者が無く、H24、H26～30年度は実
際に公売は実施していない。（税務課）
　未申告者に対して申告を促したことにより税額更正
が行われ、適正な課税につながった。（国保年金課）
　公売には至らなったが、不動産の調査により納税交
渉を優位に進めることができた。（国保年金課）

　収納業務については、ここ数年、県との不動産合同
公売に参加しておらず滞納者の状況を見極めつつ公
売の必要がある案件については、着手していく。（税務
課）
　引き続き未申告者への通知書の送付や窓口・電話で
の申告を促すなど適正な課税客体の把握に努める。
（国保年金課）
　預金などのあらゆる財産調査を行い滞納処分を進め
る。（国保年金課）
　分割納付者の履行管理を行い不履行者についての
再調査・勧告等を強力に進める。（国保年金課）

町税・国保税については、未申告者や申告漏れ
の調査を実施し、対象者へ通知・電話を行う等積
極的な申告勧奨を行い、課税客体の把握に努め
ている。固定資産税においても死亡者課税の改
善に努めている。さらに、滞納処分の取り組みも
強化しており、差し押さえ・公売などに積極的に実
施している。様々な取り組みを通して、徴収率向
上を図ることができている。

効果 今後の取り組み 総合評価

　公有財産を活用して歳入確保を進めるための取り組
みが行えた。

　今後も積極的に公有財産の有効活用に取り組んで
いく。

土地の貸付等を行い、収入の確保に努めてい
る。
今後も積極的に公有財産の有効活用に取り組ん
でいく。

保育園・幼稚園保育
料、給食費の徴収率
向上に向けた積極的
取り組み

　保育園保育料、幼稚園保育料、給食費に
ついては、受益者負担の観点から徴収率の
向上に努める。

　徴収率向上による自主財源の確
保とともに、負担の公平性の確保
を図る。

滞納分と現年度分の保育料未納者に対して、しっかりと対
応し徴収率の向上につなげた。（こども課）
出納整理期間において電話督促を行い、また電話や窓口で
の納付相談等を実施した。昨年同様に給食費徴収強化に
努めました。（教育総務課）

収納率の維持に努めた。（こども課）
給食費徴収強化のため電話等での督促回数の増を図
る。（教育総務課）

今後も継続して、収納強化に取り組む。
未納者に対して、早い段階から接触を図り、納付
を促している。様々な取り組みを通して、徴収率
向上を図ることができている。

社会情勢に適応した
使用料、手数料の見
直し検討

　社会情勢の変化に応じて、使用料、手数料
の見直しを検討し、受益者負担の適正化を
図る。

　社会情勢の変化に応じて、使用
料、手数料の見直しを検討する。

　平成30年度４月より保育料の利用者負担額について、負
担の公平性をより高めることを目的に、階層の細分化と高
所得階層の国基準に対する割合を引き上げた。（こども課）
　近隣市町村との比較調査、検討により手数料の見直しが
必要か、精査していく。（全課）

負担の公平性を高めることができた。
今後も社会情勢や近隣市町村の状況を調査しながら、
受益者負担の適正化を図る。

社会情勢の変化に応じた使用料、手数料の見直
しを各課において検討し、一部事業については改
定を行っている。受益者負担適正化の検討は、継
続的に実施している。

（３）　歳出削減と自主財源の確保
持続可能な行政運営には、限りある行政資源を効率的で効果的に活用していくことと同時に、安定した財源を確保していくことが重要です。事務事業の見直しや内部的経費の節減等、効率的に業務を実施することにより歳出削減を図りま
す。歳入の面においては、町税等の徴収率向上と水準の維持をはじめとし、引き続き各種有料広告事業や公有財産の売却・貸付といった取り組みを推進するとともに、さまざまな財源確保に向けた取り組みを検討します。また、社会情勢
の変化に応じて適時受益者負担の見直しを行います。

引き続き、有料広告を掲載していく。また、他にも自主
財源確保策を検討していく。

有料広告など独自財源の確保に努めている。今
後も引き続き自主財源確保に向けて検討してい
く。

全庁的（保育所、幼稚
園、小中学校、出先
機関、補助団体等含
む）な省エネ活動の
推進

　冷房運行期間、設定温度を役場庁舎だけ
でなく各学校、出先機関、補助団体等でも実
施し、町民に対し地球温暖化防止推進の手
本となる。

　職員一人ひとりが省エネを意識
し取り組むことで、規律ある財政運
営に寄与する。

　時間外業務時は必要な場所だけ電気をつけ、休憩時間は
電気を消し、省エネに取り組みました。（全課）
　南風原町地球温暖化防止実行計画の見直しを生活環境
班が主管となって、作業部会を３回実施した。（住民環境課）

公有財産の有効活用

　未利用地や用途廃止した法定外公共物の
積極的な売却処分を進めるとともに、未活用
の普通財産及び行政財産の貸付け等を行
い歳入確保に努める。

　利用計画のない財産については
有利な条件で、売却・貸付を行うこ
とで収入の確保を図る。

　津嘉山区画整理地内の町有地を行政財産から普通財産
へ用途変更し、外部へ貸し付けが行えるよう整備を行った。
（総務課）

有料広告など独自財
源の確保

　印刷物に限らず、ホームページのバナー
広告などあらゆる方策を積極的に検討し、自
主財源の確保に努める。

　有料広告の掲載による自主財源
を確保する。

納税通知書発送の際の封筒に有料広告を掲載している。
（税務課）

固定資産税、軽自動車税の納税通知書発送の際の封
筒に有料広告を掲載した。（税務課）

内部的経費の縮減の
推進

　事務的経費については縮減を行っている
が、職員一人ひとりが「町民からお預かりし
た税金」という意識を持ち、常に無駄な支出
がないよう業務を遂行する。

　常に無駄や削減できるものがな
いかなどコストを意識した業務事
業を実施する。

　両面コピー、ファイル・用紙の再活用、消耗品・印刷物の
一括発注、管理をしている。
　職員一人ひとりが「町民からお預かりした税金」という意識
を持ち、常に無駄な支出がないよう業務を執行している。
（全課）

職員一人ひとりがコスト意識をもって業務に取り組むこ
とで、消耗品費の削減に繫がる。

　常に、無駄や削減できるものがないかなど、コストを
意識した事務事業を実施します。

ファイルや文房具等の再利用、コピーの両面印
刷、消耗品購入や印刷物の一括購入など経費削
減ができる方法を常に検討しながら全庁的に取り
組んでいる。今後も、コストを意識した事務事業の
執行を継続的に行う必要がある。

具体的取り組み事項 実施項目 達成目標

職員一人ひとりが省エネ意識を持って業務に取り組む
ことで、規律ある財政運営に寄与する。（全課）

　今後も職員一人ひとりが継続して省エネを意識して
取り組みます。
　地球温暖化防止実行計画を次年度改定しCO２削減
に向けて取り組む。

各施設等で、中央省庁等にあわせて5月15日～
10月15日を目安に冷房運行期間を設定してい
る。また、各課においても、省エネを意識してい
る。

取組状況
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【具体的取り組み事項評価シート】　第四次南風原町行政改革大綱実施計画

１．行政改革を推進するための基本方針毎の評価結果

２．基本方針実現に向けての方策の取組状況及び個別評価

① ②

② ①

③ ①

２．基本方針実現に向けての方策の取組状況及び個別評価

① ①

② ①

③ ①

④ ①人事交流の推進

退職職員の再任用制度に向けた条例、要綱の整備
ができている。現在、再任用職員として２名が採用さ
れている。今後も再任用職員の増に向けて、退職者
が希望しやすい環境や条件等を調査・研究し、再任
用職員増に向けて取り組んでいく。

　職種間交流、外部団体等との交流に向けて、
調査・研究に取り組む。

　機構改革の検証と同時に、人事交流につ
いても検討し実施に向けて取り組む。

　H31年度から内閣府沖縄総合事務局への派遣再開に向
け、事務調整を行った。

　H29年度で一旦終了した内閣府沖縄総合事務局への派遣再
開に向け事務調整を行いH31.4.1から職員１名の派遣を行うこと
となった。派遣により南風原町では経験できない得ることの出来
ない知識や経験を身につけ、復帰後も身につけた知識等を他
の職員と共有することにより全体の人材育成につなげる。

　今後もより効果的な人材育成につながる人事交流に向けて調
査・研究に取り組む。

内閣府沖縄総合事務局への派遣再開に向け事務調
整を行っている。今後もより効果的な人材育成につな
がる人事交流に向けて調査・研究に取り組んでいく。

　専門的知識を持った方や、人生の先輩方から
学ぶ事で職員の資質・能力向上を図る。

　人材の活用方法等を検討し、実施に向け
て取り組む。

　H29年度からの再任用職員１名のH30年度更新を行っ
た。
　H30年度定年退職者３名に対し、再任用職員の制度説明
を行った。

　平成２６～３０年度までの定年退職者２１人に対し、再任用職
員希望者は２人と少なく、また２人とも現業職であり、行政職の
再任用はゼロであった。

　他市町村での取組も参考にし、退職者が希望しやすい環境や
条件等調査・研究し再任用職員増にむけて取り組む。

（２）　職員の能力と資質の向上
新たな行政課題に的確に対応していくため、職員一人ひとりの能力を可能な限り引き出し、時代の要請に柔軟に応えられる創造性や積極性のある人材の育成を目指します。人材の育成にあたっては、南風原町職員人材育成方針で掲げる「職員像」を具現化するた
め、職員の能力開発に向けた研修の実施や職場内で人を育てる風土の醸成、人事交流など、引き続き人材育成の推進に努めます。

（１）　迅速・的確に対応できる組織の構築
町民ニーズや行政課題に対応し効率的に行政運営を行うためには、継続的に組織の活性化を図る必要があります。町民の視点に立った質の高い行政サービスを提供するとともに、迅速かつ的確に対応できる組織の構築に取り組みます。人員の配置については、
行政サービスの後退を招かないよう細心の注意を払いながら将来を見据えて適切に実施しなければなりません。このため、町の重要政策や町民ニーズが高い分野など必要な部署には人員配置を強化するなど「選択と集中」の観点から人員管理の適正化に努めま
す。

具体的取り組み事項 実施項目 達成目標 取組状況 効果 今後の取り組み 総合評価

　市町村職員センターへの職員派遣、市町村アカデミー、
国際文化研修所、自主研修等へ職員を随時派遣。
　研修参加の状況は、人事給与システムの職員履歴で管
理。

H30年度派遣人数実績
市町村職員研修センター：２０人
市町村アカデミー（千葉県）：１人
国際文化研究所（滋賀県）：４人
自主研修等（人事担当把握分）：７人

　これまで蓄積した研修参加状況データを活用し、参加が少な
い職員や研修対象にあった職員へ参加呼びかけ又は指名を
行った。

　限られた予算の中で、全庁的な課題を把握し、全職員に効果
的な研修を開催していく。

県や市町村アカデミーなどの研修へ積極的に職員を
派遣している。また、研修参加状況などデータで管理
もしており、職員の資質向上を促している。

平成28年度より人事評価を実施しており、毎年度制
度の再点検・精査を行い、効率的な行政運営を行っ
ている。

町全体に係る計画・事業については、複数部署の職
員によるチームで横断的な取り組み体制ができてい
る。

具体的取り組み事項

専門的知識や経験を
積んだ人材の活用

職員研修の充実等人
材の育成

人事評価制度の適正
な運用

プロジェクトチームの
活用による組織の活
性化

組織体制の見直し

　県や市町村アカデミーなどの研修へ積極的に
職員を派遣する。また研修参加状況などデータ
で管理運用する。

　職員の資質向上による、組織の強化を図
る。

　退職者数と採用職員数の調整を図るとともに、業務
量を勘案した適正な職員配置を行う。

　人員管理の適正化を図る。
　H30年度退職者８名に対し、H31.4.1に退職者と同数の８
名の採用を行った。

　退職者と同数の採用を行い、南風原町中期財政計画にのっ
とった採用を行うことができた。

　今後も南風原町中期財政計画にのっとった採用を行っていく。

新たな定員適正化計画は定めていないが、南風原町
中期財政計画において、採用者は退職者と同数と見
込んだ人件費シミュレーションをたてたので、計画に
基づき職員数の適正化を図ることができている。

　町全体に係る計画や事業、複数部署に関係する重
要事項等を進める際には、関連部署の職員による
チームで横断的に取り組む。また、プロジェクトチーム
の選考には、必要に応じ庁内公募制を導入し職員の
資質向上を図る。

　全庁的な計画、事業にプロジェクトチーム
を活用することで、多角的な意見により町民
サービス拡充を図る。

　保育・教育について総合的な見地から、認定子ども園庁
内検討プロジェクトチームを設置した。（こども課）

　平成31年２月に認定子ども園化に向けた方針を決定し答申し
た。（こども課）

実施に向けて具体的内容を検討していく。（こども課）

時勢に対応した人員
管理

実施項目 達成目標 取組状況 効果 今後の取り組み 総合評価

高度化・多様化する行政課題に対して迅速かつ的確
に対応できるよう適宜見直しを行う。

　質の高い行政サービスを提供できる組織
体制の見直しに努め、各部局の横断的な連
携を図り、柔軟で機能的な組織づくりを目指
す。

平成30年度は実績なし －
町民の多様なニーズに対応できる行政サービスの提供に努め
ながら、随時、組織体制の見直しを調査・検討します。

・町民の多様なニーズに対応できる行政サービスの
提供に努めながら、随時、組織体制の見直しを調査・
検討していく必要がある。

　毎年度制度の再点検・精査を行うとともに、必
要に応じて見直し、制度改正を行う。

　組織内の意識の共有化や業務改善等に
よる人材育成を図り、効率的な行政運営に
資する。

　これまで提出のあった評価記録書について、記載方法等
に誤りがある箇所を把握し、当該箇所の記載を分かりやす
くするよう見直しを行った。

　評価者が理由の付記が必須な箇所へのコメント追加やレベル
が100％となっていない場合、注意書きが表示されるよう修正を
行った。

　課題としているレベル設定や評価のばらつきをなくすことや
し、よりよい評価方法について他自治体を参考にしながら調査
研究を行っていく。

行
政
改
革
を
推
進

す
る
た
め
の
基
本

方
針

（
柱

）

３　組織力の強化と人材育成
実施
項目数 ①目標達成（実施済み） ②ほぼ達成（実施中） ③一部達成（実施中）

基
本
方
針
実

現
に
向
け
て

の
方
策

（１）　迅速・的確に対応できる組織の構築 3

③未達成（未実施・検討中含む）

0

0

0

評価結果

（２）　職員の能力と資質の向上 4 4 0 0

2 1 0

7 6 1 0合計

①目標達成

（実施済み）
86%

②ほぼ達成

（実施中）
14%

③一部達成

（実施中）
0%

④未達成（未実施・

検討中含む）
0%

評価結果
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